
別紙 

令和８年度青森県認知症対応型サービス事業開設者研修実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、「青森県認知症介護実践者等養成事業実施要綱」４の（３）の規定に

よる認知症対応型サービス事業開設者研修の実施について、必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２ 実施主体 

  青森県とする。 

  ただし、運営の一部を公益社団法人青森県老人福祉協会に委託する。 

 

３ 研修対象者 

  次の(1)から(5)までのいずれかに該当する者とする。 

(1) 小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者 

(2) 認知症対応型共同生活介護事業所の開設者又は開設予定者 

(3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者 

(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は開設予定者 

(5) 介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の開設者又は開設予定者 

  なお、当該研修における開設者（開設予定者を含む。）とは、上記に掲げる事業所を開

設している（しようとしている）法人の代表者（理事長・取締役等）又は介護サービス事

業所の管理者をいう。 

 

４ 研修人員 

  ３０名程度 

 

５ 研修日程 

講義 令和８年７月 14 日(火) 

 

６ 研修内容 

  別添「令和８年度青森県認知症対応型サービス事業開設者研修カリキュラム」による。 

 

７ 受講の申込み・受講決定 

  受講の申込みは、市町村長が、別添様式１を提出することにより行う。 

  受講の決定は、県が市町村長に通知する。 

  なお、申込者が定員を超えた場合は、県において選考する。 

 

８ 研修に要する経費 

 (1) 受講手数料は８，８００円とする。 

 (2) 受講料の納入は、受講者が別添様式２に８，８００円分の青森県証紙を貼付し、研修



初日の７日前までに簡易書留等により県に送付するものとする。 

 (3) 納入された手数料は還付しない。 

 (4) 教材費（テキスト代）等にかかる実費相当分については、受講者負担とする。 

 

９ 使用テキスト 

  「認知症介護実践者研修標準テキスト」（株式会社ワールドプランニング） 

  受講決定者は、テキストを事前に購入し、受講前に通読すること。 

 

10 受講申込み期限 

  令和８年６月 10日（水）必着とする。 

 

11  受講申込みに当たっての留意事項 

 次の(1)から(4)までに掲げる研修のいずれかの修了者は、既に当該開設者研修を修了し

ているとみなす。 

(1) 認知症介護実践研修（実践者研修）の修了者（平成 17年度実施分）、認知症介護実 

践研修（実践リーダー研修）の修了者（平成 17年度実施分） 

(2) 痴呆介護実務者研修・基礎課程の修了者（平成 12年度～16年度実施分）、痴呆介 

護実務者研修・専門課程の修了者（平成 13年度～16年度実施分） 

(3) 認知症高齢者グループホーム管理者研修の修了者（平成 17年度実施分） 

(4) 認知症介護指導者養成研修の修了者（平成 13年度～17年度実施分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


